
全てのこどもの育ちを応援し

こどもの良質な成育環境を整備することを目的に

「こども誰でも通園制度」が

令和8年4月からスタートします

甲斐市

保育所等へ通っていないお子さんが、

保護者の就労要件に関係なく

時間単位で保育所等を

利用できる制度です。



〒400-0192 山梨県甲斐市篠原2610 本館１Ｆ（２番窓口）
TEL 055-278-1692　FAX 055-278-2046甲斐市子育て支援課 保育係

保育所・幼稚園等に通っていない
0歳6か月から満3歳未満のこども（就労要件なし）対象者

一人1時間あたり300円（事業所により異なります）利用料金

こども一人あたり月10時間まで利用時間

市のホームページをご確認ください実施施設

つうえんポータルから申請・申込申込方法

利用者による申請

市役所の認定

つうえんポータルログイン

事前面談予約

事前面談

施設の予約・利用

利用の方法について

申請・予約は
つうえんポータルで

行います。

って？って？


